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１ 基本的な事項 
 

（１）過疎地域の概況 
①自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

    忠類地域は、幕別町の南に位置し、町域477.64㎢のうち、137.21㎢で28.7％を

占めている。 

   ア 自然的条件 

     十勝の南部に位置し、東と南は大樹町、西は更別村、北は豊頃町に接してお 

り、帯広市へは約50㎞の距離にある。 

     地域のほぼ中央には北西から南東に当縁川が流れ、東南北部の三方は森林資

源の豊富な標高200ｍ～300ｍの山に囲まれており、気候は太平洋に近いため春

から夏にかけて海霧で日照がそこなわれることも多い。また、積雪期間は11月

から４月中旬で、積雪量は約１ｍに達する。 

   イ 歴史的条件 

     明治27年、群馬県人岡田新三郎が丸山（元忠類）南麓に単身入地し、開拓を

はじめた。 

     明治39年、茂寄村役場が広尾に置かれ、２級町村制がしかれ、大正15年、茂

寄村が広尾村と改称、昭和３年に広尾村から分村して大樹村が誕生。昭和24年

８月に大樹村から分村して忠類村となり、平成18年２月６日、廃置分合により

幕別町に編入合併した。 

   ウ 社会的条件 

     道路は市街地を縦貫して国道236号が走っているほか、近隣町村へ通じる主

要道路として国道336号と道道３路線が走っている。 

     また、平成27年３月に高規格幹線道路帯広・広尾自動車道の忠類ＩＣが開通

し、道央圏と高速道路で直結したことにより、人や物流の効率化が図られると

ともに、観光行動圏の拡大などによる地域振興が期待される一方、同時に大樹

町境にも忠類大樹ＩＣが開通したことから、国道236号沿いの忠類市街地の空

洞化が課題となっている。 

     本地域には令和７年４月１日現在で113路線、延長168.4㎞の道路があり、改

良率は74.8％、舗装率は55.8％となっており、農畜産物を運送する産業路線、

生活路線として基幹道路を中心に改良、舗装化を進めている。 

     教育面では、昭和49年３月に小中学校の学校統合を終え、小中学校各１校と

なり、昭和55年に中学校、昭和58年には小学校の改築を終え、施設の整備を進

め、遠距離通学児童生徒はスクールバスの運行により通学している。また、合

併後に隣接地域の駒畠小学校が閉校し、駒畠地区の小中学生も忠類小中学校へ

通学している。 

     一方、本地域では恵まれた自然風土の中、研修と体験の機会を通した地域づ

くり、人づくりを進めており、その施設として白銀台スキー場、体育館、水泳
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プール、総合グラウンド、パークゴルフ場などを整備し、スポーツ活動の通年

化やグラウンド夜間照明施設の設置による学校施設の開放を図っている。 

     また、総合支所に併設するコミュニティセンターは、文化活動、各種社会教

育活動をはじめ、各種集会など多目的に利用され、住民の集う場として大きな

役割を果たしているほか、平成９年にふれあいセンター福寿が完成し、高齢者

への各種福祉サービスの提供、住民への保健福祉サービスの充実、向上、健康

増進を図るとともに、図書館を併設するなどして異世代間の交流、親睦の場と

して大きな役割を果たしている。 

     医療機関としては、町立診療所１箇所と町立歯科診療所１箇所のみで、他市

町村への通院者も多い。 

   エ 経済的条件 

     本地域の産業は、農業を基幹としており、特に酪農が農業経済の主流を占め

ている。しかし、近年の農政事情や後継者問題など様々な課題を抱えており、

農家戸数の維持が困難な状況である。 

     林業では、これまでの林業資源の伐採主体から、造林、撫育管理への比重が

高まっている。 

     第二次産業では、公共事業を主体として建設業などがあるが、高規格幹線道

路帯広・広尾自動車道の忠類ＩＣ開通により、道央圏と高速道路で直結したと

はいえ、消費、流通など工業立地条件に恵まれないため、新たな企業の進出は

難しい。 

     また、商業では、自動車の普及などによる生活圏の拡大、地域外での購買機

会の増大や人口減少による商業活動の停滞により、商店街の店舗の閉鎖が相次

いでいる。 

     観光面では、十勝最古のスキー場をはじめ、昭和44年にナウマン象化石が発

掘されたことを機に、昭和63年にオープンしたナウマン象記念館、平成６年に

オープンした温泉宿泊施設アルコ236、平成19年に新設した道の駅・忠類などを

核として、国道周辺が観光拠点の中心的役割を果たしている。 

  ②過疎の状況 

    昭和40年に687世帯3,430人であった人口は、令和２年には695世帯1,427人と世

帯数は増加しているものの、人口では60.0％の減少を示している。 

    また、年代別構成では、０歳～14歳が昭和40年の31.7％から令和２年には9.5％

に、65歳以上が4.7％から39.2％と少子高齢化が進んでいる。 

    世帯構成では、普通世帯１世帯当たり人員が昭和40年5.0人から令和２年2.1人

と核家族化現象が見られ、人口の減少要因としては、農業後継者の問題などによ

る離農離町のほか、学卒者の地域外就職、出生率の低下などがあげられる。 

    これまでの過疎対策としては、農業の振興と交通通信体系の整備、住民福祉の

向上を目指した生活環境整備、また、教育文化施設の整備や観光施設の整備充実

を主眼としてきた。 
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    農業の振興では、自然条件を背景に積極的な酪農の振興を進め、町営牧場を含

めた草地の造成、農道の改良舗装、農業用排水路の整備や農地開発などの土地基

盤整備を図る一方、低温倉庫や農畜産物加工研究処理施設の建設をはじめ、酪農

ヘルパー制度の確立なども図ってきた。 

    住み良い生活環境づくりとしては、主要幹線道路網の整備をはじめ、独身者住

宅、高齢者向け住宅の建設や保育所の建て替え、個人住宅や民間賃貸住宅の建設

促進、診療所や歯科診療所の医療器具の更新、防災行政無線のデジタル化、テレ

ビ中継局デジタル化などを実施してきている。 

    観光面では、白銀台スキー場の整備やナウマン象記念館の建設に加え令和６年

に展示設備の大幅リニューアル、ナウマン公園の整備、温泉宿泊施設アルコ236や

道の駅・忠類の建設、パークゴルフ場の夜間照明やキャンプ場の整備などを行っ

てきた。 

    このように、徐々に地域の振興に結びつく事業を進め、一定の成果を上げてき

ているが、今計画においても前計画同様に農業の振興と交通通信体系の整備、住

民福祉の向上を目指した生活環境整備や地域の特色ある資源を活用した魅力あ

る産業づくりなど、地域の振興発展のための諸施策の展開が必要となっている。 

  ③社会経済的発展の方向等 

    近年は、総体的に生活水準も向上し、個々の生活も徐々に豊かになってきては

いるが、依然として都市との格差は縮まっていない。 

    基幹道路の整備等により、通勤、通学、買い物など住民の日常生活圏が拡大し、

産業・経済活動も広域化している現状にある。 

    今後は、地域が一体となって連携を強め、地域の特性や資源を活かした地場産

業や観光振興を図っていくことが必要である。 

    また、「北海道総合計画」及び「第６期幕別町総合計画」と並行して検討してい

き、地域の実情に即した整備を進め、総合的な経済の発展に努力していく必要が

ある。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

  ①忠類地域の自然・社会人口 

    昭和40年以降現在まで、本地域は人口減少が続いているものの、人口減少率は

平成７年以降ある程度鈍化の傾向を示していたところであるが、平成22年以降に

再び減少率が高くなっている。 

    年齢階級別人口の直近の増減率をみると、平成22年から令和２年までは０歳～

14歳は37.3％、15歳～29歳は2.1％減少し、これに対して65歳以上は11.6％増加し

ている。 

    本地域の人口減少で一番大きな要因は、離農による離町のほか、合理化による

事務所の閉鎖縮小や商店街の店舗閉鎖などにより、雇用の場が減少しているため、

学卒者が地域外へ流出することにある。そのことにより、働き盛りの子どもを産
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める年代の減少がさらに出生数を低下させ、人口減少が続いている。 

    また、本地域の今後の人口の見通しについては、「幕別町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」における「幕別町人口ビジョン」において大きく減少すると推計し

ており、平成27年から最終推計年の令和42年までの間に39.3％の減少を見込んで

いる。 

  ②町全体の自然・社会人口 

    令和２年国勢調査による本地域を含む町の総人口は25,766人で、15歳～29歳の

人口は2,689人で、若年者比率は10.4％となっている。 

    また、高齢者比率は、令和２年では33.6％と、全道平均32.1％、全国平均の

28.8％を上回っている。 

    なお、町全体の今後の人口の見通しについては、「幕別町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」における「幕別町人口ビジョン」において大きく減少すると推計し

ており、平成27年から最終推計年の令和42年までの間に29.5％の減少を見込んで

いる。 

  ③忠類地域の産業の推移と動向 

    本地域における産業形態は、酪農を基幹とした農業と若干の林業を加えた第一

次産業を柱に、建設業などの第二次産業、観光等サービス業のほか、生活必需品

の販売を主とした小売業、公務がその大半を占める第三次産業があり、就業人口

比率は、第一次産業及び第二次産業を合わせると全体の５割を超える。 

    主な産業の動向としては、農業においては、今後も後継者不足等による離農傾

向が危惧されるところであり、商工業においても消費人口の減少により経営体質

の弱い事業所の店舗閉鎖はまぬがれない状況も予測される。 

    一方、観光においては、白銀台スキー場や道の駅・忠類近隣施設を核として国

道周辺を一体的に整備するなど、中長期的な整備がされてきたが、観光入込み客

数は、社会情勢の変化の中、景気動向に左右されており、また、高規格幹線道路

帯広・広尾自動車道が大樹町境まで延伸したことによる忠類市街地の空洞化も課

題となっており、足腰の強い体質であるとは言いがたい。 

  ④町全体の産業の推移と動向 

    国勢調査による本地域を含む町全体の産業別就業人口比率は、令和２年で第一

次産業14.9％、第二次産業16.7％、第三次産業64.3％となっており、平成22年か

ら令和２年までの10年間でみると、産業別就業人口全体に占める第一次産業と第

二次産業の割合は減少傾向に、第三次産業の割合は増加傾向にある。 
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表１－１(１) 人口の推移（国勢調査）（単位：人、％） 

忠類地域 

区分 
昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 
実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 3,430 2,608 △24.0 2,415 △ 7.4 2,306 △ 4.5 

０歳～14歳 1,089 693 △36.4 604 △12.8 567 △ 6.1 

15歳～64歳 2,180 1,730 △20.6 1,598 △ 7.6 1,483 △ 7.2 

 うち15歳
～29歳(a) 

898 597 △33.5 496 △16.9 376 △24.2 

65歳以上(b) 161 185 14.9 213 15.1 256 20.2 

(a)/総数 
若年者比率 

26.2 22.9 － 20.5 － 16.3 － 

(b)/総数 
高齢者比率 

4.7 7.1 － 8.8 － 11.1 － 

 

区分 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 2,227 △ 3.4 2,013 △ 9.6 1,871 △ 7.1 1,804  △ 3.6 

０歳～14歳 508 △10.4 385 △24.2 273 △29.1 230  △15.8 

15歳～64歳 1,408 △ 5.1 1,285 △ 8.7 1,179 △ 8.2 1,120  △ 5.0 

 
うち 15歳
～29歳(a) 

366 △ 2.7 332 △ 9.3 306 △ 7.8 290  △ 5.2 

65歳以上(b) 311  21.5 343  10.3 419  22.2 454  8.4 

(a)/総数 
若年者比率 

16.4  － 16.5  － 16.4  － 16.1  － 

(b)/総数 
高齢者比率 

14.0  － 17.0  － 22.4  － 25.2  － 

 

区分 
平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 1,785  △ 1.1 1,618  △ 9.4 1,531  △ 5.4 1,427  △6.8 

０歳～14歳 235  2.2 217  △ 7.7 184  △15.2 136  △26.1 

15歳～64歳 1,053  △ 6.0 900  △14.5 796  △11.6 732  △8.0 

 
うち 15歳
～29歳(a) 

239  △17.6 145  △39.3 126  △13.1 142 12.7 

65歳以上(b) 497  9.5 501  0.8 551  10.0 559  1.5 

(a)/総数 
若年者比率 

13.4  － 9.0  － 8.2  － 10.0  － 

(b)/総数 
高齢者比率 

27.8  － 31.0  － 36.0  － 39.2  － 
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幕別町全体 

区分 
昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 
実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 21,575 20,994 △ 2.7 20,859 △ 0.6 22,390 7.3 

０歳～14歳 6,541 5,514 △15.7 5,229 △ 5.2 5,579 6.7 

15歳～64歳 13,953 14,158 1.5 14,053 △ 0.7 14,766 5.1 

 うち 15歳
～29歳(a) 

5,861 5,633 △ 3.9 4,922 △12.6 4,229 Δ14.1 

65歳以上(b) 1,081 1,322 22.3 1,577 19.3 2,045 29.7 

(a)/総数 
若年者比率 

27.2 26.8 － 23.6 － 18.9 － 

(b)/総数 
高齢者比率 

5.0 6.3 － 7.6 － 9.1 － 

 

 

※ R2 年齢不明40人 

 

区分 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 23,497 4.9 23,408  △ 0.4 24,240  3.6 26,080 7.6 

０歳～14歳 5,552 △ 0.5 4,718  △15.0 4,205  △10.9 4,200 △ 0.1 

15歳～64歳 15,351 4.0 15,452  0.7 16,049  3.9 16,928  5.5 

 
うち 15歳
～29歳(a) 

4,049 △ 4.3 4,080  0.8 4,140 1.5 4,289 3.6 

65歳以上(b) 2,594 26.8 3,208  23.7 3,986 24.3 4,952 24.2 

(a)/総数 
若年者比率 

17.2 － 17.4  － 17.1 － 16.4 － 

(b)/総数 
高齢者比率 

11.0 － 13.7  － 16.4 － 19.0 － 

区分 
平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 26,868  3.0 26,547  △ 1.2 26,760  0.8 25,766  △ 3.7 

０歳～14歳 4,086  △ 2.7 3,731  △ 8.7 3,542  △ 5.1 3,168 △10.6 

15歳～64歳 16,713  △ 1.3 15,949  △ 4.6 15,173  △ 4.9 13,900  △ 8.4 

 
うち 15歳
～29歳(a) 

3,661  △14.6 3,172  △13.4 3,028  △ 4.5 2,689  △11.2 

65歳以上(b) 6,069  22.6 6,867  13.1 8,045  17.2 8,658  7.6 

(a)/総数 
若年者比率 

13.6  － 11.9  － 11.3  － 10.4  － 

(b)/総数 
高齢者比率 

22.6  － 25.9  － 30.1  － 32.3  － 
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表１－１(２) 人口の見通し（人口ビジョン）（単位：人、％） 

忠類地域 

区分 
平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 
実数 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 

総数 1,609 1,494  △ 7.1 1,434  △4.0 1,353  △5.6 1,281  △5.3 

０歳～14歳 189  163  △13.8 154  △5.5 160  3.9 146  △8.8 

15歳～64歳 860  814  △ 5.3 776  △4.7 715  △7.9 693  △3.1 

65歳以上(a) 560  517  △ 7.7 504  △2.5 478  △5.2 442  △7.5 

(a)/総数 
高齢者比率 

34.8  34.6  － 35.1  － 35.3  － 34.5  － 

 

区分 
令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年 

推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 

総数 1,198  △6.5 1,129  △5.8 1,080  △4.3 1,025  △5.1 977  △4.7 

０歳～14歳 137  △6.2 134  △2.2 133  △0.7 129  △3.0 124  △3.9 

15歳～64歳 647  △6.6 593  △8.3 552  △6.9 540  △2.2 529  △2.0 

65歳以上(a) 414  △6.3 402  △2.9 395  △1.7 356  △9.9 324  △9.0 

(a)/総数 
高齢者比率 

34.6  － 35.6  － 36.6  － 34.7  － 33.2  － 

 

幕別町全体 

区分 
平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 
実数 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 

総数 27,596 26,649 Δ3.4 26,003 Δ2.4 25,152 Δ3.3 24,227 Δ3.7 

０歳～14歳 3,600 3,407 Δ5.4 3,281 Δ3.7 3,187 Δ2.9 3,020 Δ5.2 

15歳～64歳 16,105 15,277 Δ5.1 14,653 Δ4.1 13,941 Δ4.9 13,373 Δ4.1 

65歳以上(a) 7,891 7,965 0.9 8,069 1.3 8,024 Δ0.6 7,834 Δ2.4 

(a)/総数 
高齢者比率 

28.6 29.9 － 31.0 － 31.9 － 32.3 － 

 

区分 
令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年 

推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 推計 増減率 

総数 23,085  △4.7 22,096  △4.3 21,225  △3.9 20,330  △4.2 19,457  △4.3 

０歳～14歳 2,909  △3.7 2,855  △1.9 2,776  △2.8 2,674  △3.7 2,560  △4.3 

15歳～64歳 12,498  △6.5 11,710  △6.3 11,242  △4.0 10,968  △2.4 10,658  △2.8 

65歳以上(a) 7,678  △2.0 7,531  △1.9 7,207  △4.3 6,688  △7.2 6,239  △6.7 

(a)/総数 
高齢者比率 

33.3  － 34.1  － 34.0  － 32.9  － 32.1  － 
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表１－１(３) 産業別人口の動向（国勢調査）（単位：人、％） 

忠類地域 

区分 昭和50年 平成２年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 

総数 1,264  1,079  1,007  943  862  837  800  

第一次産業 
就業人口比率 

55.5  48.8  44.5  41.9  43.0  40.5  40.3  

第二次産業 
就業人口比率 

13.5  13.3  10.7  8.7  9.6  11.7  10.9  

第三次産業 
就業人口比率 

30.8  37.9  44.7  48.5  47.0  47.6  46.3  

幕別町全体 

区分 昭和50年 平成２年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 

総数 10,527  11,809  13,596  13,403  13,077  13,177  13,145  

第一次産業 
就業人口比率 

37.3  26.7  18.8  18.0  17.5  16.0  14.9  

第二次産業 
就業人口比率 

22.4  23.7  23.0  19.5  17.9  16.8  16.7  

第三次産業 
就業人口比率 

40.2  49.5  57.1  61.3  61.3  65.9  64.3  
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（３）行財政の状況 

  ①行政 

    農業と観光を機軸とした地域づくりという基本理念を念頭に、自然景観を活か

した純農村ののどかなイメージづくりを心掛けている。 

    人口は少ないながら、まとまりがあるという長所を活かし、住民参加型の会議

など地域づくりのアイデアや住民意向の把握に努めている。 

    また、住んで良かったと実感できる地域づくりを心掛け、住民の充実感の確保

に努めている。 

  ②財政 

    幕別町全体の財政状況は、令和２年度決算で歳入総額が約203億円、歳出総額が

約197億円となっている。 

    歳入の内訳としては、地方交付税が29.3％と大きな比率を占めており、このほ

か、国庫支出金が24.2％、地方債が8.7％、道支出金が7.5％など依存財源が全体

の半数以上を占めている。近年、国全体としては社会保障関係費の増大に見合う

税収を確保できず、公債への依存度が高まっており、地方財政についても地方交

付税が減少傾向であることなどから、依存財源が歳入の多くを占める本町におい

ては、将来的な展望を予測することは大変難しい状況にある。 

    歳出においては、普通建設事業はやや減少傾向にあるが、歳出全般としては、

少子高齢化に伴う社会保障給付費や老朽化した公共施設の維持管理経費などが

今後も増加する見込みであることから、依然として厳しい財政状況が予想される。 

    このことから、今後も限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努め、将来に

わたって持続可能な財政基盤の確立を図っていく。 

  ③主要公共施設等の整備状況 

    町道の整備は、改良、舗装を計画的に実施しているが、令和２年度末で改良率

74.8％、舗装率55.5％と未整備路線も多い状況と同時に２次改修を必要とする路

線も多くある。 

    また、市街地区はもとより農村部においても水洗化を実施し、水洗化率は

90.8％となっている。 
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表１－２(１) 市町村財政の状況（単位：千円） 

区分 
平成22年度 
町全体 

平成27年度 
町全体 

令和２年度 
町全体 

歳入総額 Ａ 14,333,988  17,514,800  20,240,103 

  一般財源 9,801,427  9,672,802  9,806,575  

  国庫支出金 1,226,050  1,105,953  4,902,413  

  道支出金 875,635  1,238,413  1,516,968  

  地方債 1,066,432  3,463,829  1,760,547  

    うち過疎対策事業債 64,900  93,400  121,100  

  その他 1,364,444  2,033,803  2,253,600  

歳出総額 Ｂ 14,100,581  17,116,865  19,712,890  

  義務的経費 6,015,493  5,669,133  6,260,952  

  投資的経費 2,096,399  3,859,171  3,263,697 

    うち普通建設事業 2,089,982  3,853,350  3,263,697  

  その他 5,895,772  7,467,100  10,035,243  

  過疎対策事業費 92,917  121,461  152,998  

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 233,407  397,935  527,213 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 83,478  83,432  76,760  

実質収支 Ｃ－Ｄ 149,929  314,503  450,453  

財政力指数 0.33  0.33  0.36 

公債費負担比率 21.8  16.6  15.1  

実質公債費比率 21.3  13.3  9.0  

起債制限比率 － － － 

経常収支比率 78.5  80.7  85.9 

将来負担比率 129.9  119.0  85.9  

地方債現在高 19,416,210  18,592,018  17,583,230  
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表１－２(２) 主要公共施設等の整備状況 

忠類地域 

区分 昭和45年度末 昭和55年度末 平成２年度末 平成12年度末 平成22年度末 

町道実延長（ｍ） 111,070  141,009  142,724  146,225  168,389  
 

改良率（％） 0.2  33.4  54.3  65.0  72.0  

舗装率（％） 0.2  7.3  31.1  51.8  52.9  

農道延長（ｍ） － － － － 1,091  

耕作１㏊当たり 
農道延長（ｍ） 

8.5  10.3  10.3  8.7  － 

林道延長（ｍ） － － － － 0  

林野１㏊当たり 
林道延長（ｍ） 

1.0  3.6  12.3  10.3  － 

水道普及率（％） 0.0  48.8  58.7  60.0  99.2  

水洗化率（％） 0.0  0.0  1.5  67.1  81.5  

人口千人当たり病院、 
診療所の病床数（床） 

0  0  0  0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 平成27年度末 令和２年度末 

町道実延長（ｍ） 168,365  168,483  

  
  

改良率（％） 72.2  74.8  

舗装率（％） 52.9  55.5  

農道延長（ｍ） 1,091  2,249  

耕作１㏊当たり 
農道延長（ｍ） 

－ － 

林道延長（ｍ） 0  0  

林野１㏊当たり 
林道延長（ｍ） 

－ － 

水道普及率（％） 99.3  99.7  

水洗化率（％） 84.4  90.8  

人口千人当たり病院、 
診療所の病床数（床） 

0  0  
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幕別町全体 

区分 昭和45年度末 昭和55年度末 平成２年度末 平成12年度末 平成22年度末 

町道実延長（ｍ） 667,952  763,900  807,364  839,284  878,861  

 
改良率（％） 0.6  31.9  50.2  64.1  69.6  

舗装率（％） 0.6  11.0  35.2  53.7  59.7  

農道延長（ｍ） － － － － 1,091  

耕作１㏊当たり 
農道延長（ｍ） 

2.8  4.5  5.1  2.1  － 

林道延長（ｍ） － － － － 0  

林野１㏊当たり 
林道延長（ｍ） 

0.2  1.2  4.0  2.4  － 

水道普及率（％） 43.1  73.6  79.0  84.0  96.9  

水洗化率（％） 0.0  0.0  35.7  80.7  90.2  

人口千人当たり病院、 
診療所の病床数（床） 

0  0  0  0  0  

 

区分 平成27年度末 令和２年度末 

町道実延長（ｍ） 881,604  882,551  

 
改良率（％） 69.9  71.0  

舗装率（％） 60.2  61.2  

農道延長（ｍ） 1,091  2,249  

耕作１㏊当たり 
農道延長（ｍ） 

－ － 

林道延長（ｍ） 0  0  

林野１㏊当たり 
林道延長（ｍ） 

－ － 

水道普及率（％） 97.3  98.1  

水洗化率（％） 92.3  94.3 

人口千人当たり病院、 
診療所の病床数（床） 

0  0  
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

   本計画を遂行するに当たっては、「第６期幕別町総合計画」におけるまちづくりの

理念に基づくとともに、「北海道総合計画」の協調性を重視し、地域施策の推進や広

域的な視点に立った地域振興を進めていくところである。 

   なかでも本地域の基幹産業である農業、特に酪農の振興を核とした地域の持続的

発展を図ることは最重点課題となるが、農業の振興については国の政策や国際情勢

に大きく左右されやすい状況にあることから、迅速な情報収集と的確な判断のもと

慎重に進めていく必要がある。 

   しかし、農業においても地域独自の発想のもと、あらゆる角度から持続的発展に

つながる方法を見いだしていかなければならない。 

   旧過疎法に基づくこれまでの過疎対策事業の実施により、交通通信体系の整備や

農業基盤整備の充実をはじめ、特に本地域においてこれからの持続的発展の戦略と

なる観光開発にも力を入れてきた。 

   主な事業として、ナウマン象記念館、白銀台スキー場リフト・ロッジ、温泉宿泊

施設アルコ236、道の駅・忠類、ナウマン公園の大型遊具やキャンプ場など、その基

盤となるべき施設を整備してきたところである。 

   本地域における観光の振興は、雇用の場の拡大と地場産業の促進を図り、人口の

減少を抑え、併せて商工業の振興発展にも資するものであり、これからの地域の発

展に欠かすことのできない要素である。 

   また、これからの地域づくりは、単一的な目的を達成するだけに留めず、インフ

ラ整備はもとより様々な事業を推進するとともに、ソフト事業も充実させていかな

ければならない。 

   地域づくり人づくりを進めていくうえでは、地域間交流による情報交換を進め、

住民参加の機会を増やし、地域住民の意向を的確に把握し、地域の特性を活かした

積極的、効果的な方針を打ち出すとともに、住民所得の向上や土地の有効利用など

効率的な施策の実施に努める。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

   本計画の推進に当たり、「(４)地域の持続的発展の基本方針」を踏まえ、ハード事

業とソフト事業を総合的に実施することにより、年少人口（０～14歳）及び生産年

齢人口（15～64歳）の減少抑止と老年人口（65歳以上）の占める割合の抑止を図り、

人口ビジョンの推計を下回る減少率にとどめることを目指すものとする。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

   計画の達成状況の評価については、毎年度、計画している各種事業の進行管理を

行うとともに、事業実施による本地域全体の人口や生産年齢人口の推移と財政状況

を分析しながら適切に実施するものとする。 

   また、地域住民の意識や満足度等の把握に努めるとともに、基本目標が達成され
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るよう計画全体の進行管理を実施する。 

   なお、評価結果については、町議会へ報告書を提出するとともに、町ホームペー

ジ等で住民に対し周知する。 

 

（７）計画期間 

   計画期間は、令和８年４月１日から令和13年３月31日までの５年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画等との整合 

   幕別町公共施設等総合管理計画は平成29年３月に策定（令和４年３月一部改訂）

したが、各公共施設の劣化度等の点検と利用頻度等の診断の実施、適切な維持管理・

修繕や耐震化による長寿命化の実施、需要バランスや評価結果を踏まえた施設の統

廃合や廃止を実現することにより、当面20年間で公共施設全体の延床面積の10％縮

減と施設更新費用の20％圧縮を目標としている。 

   「（５）地域の持続的発展のための基本目標」を念頭に、公共施設等総合管理計画

の目標を踏まえ、計画的な点検・診断の実施や長寿命化を図りながら、適正な施設

管理を実施し、公共施設等総合管理計画との整合性を図るものとする。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 
 

（１）現況と問題点 

   本地域の人口は減少傾向にあり、さらに少子高齢化も進行している。 

   このことから、地域資源を最大限に活用した地域の魅力の向上を図るとともに、

子どもから高齢者までが安心して暮らせる生活環境の整備、移住環境の整備、移住・

定住に関する相談窓口の設置、空き地・空き家の有効活用により、移住・定住の促

進活動が必要となってくる。 

   地域間交流については、埼玉県上尾市との間で小学生派遣事業を展開しており、

体験学習やホームステイを通じ、児童同士の交流が図られるとともに、自主性や協

調性、さらには郷土愛の醸成に寄与している。今後とも、他地域を含め、地域間交

流の推進を図るものとする。 

   また、定住自立圏構想に基づく協定を帯広市と締結しており、定住自立圏の形成

と広域連携による十勝全体の発展を今後とも目指すものとする。 

 

（２）その対策 

  ①移住環境の整備 

  ②移住・定住の情報発信 

  ③国内交流の推進 

 

（３）計画 

事業計画（令和８年度～令和12年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育成 

（４）過疎地域持続

的発展特別事業 

  移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店街活性化店舗開店等支援事業 

（事業内容） 

賑わいのある商店街づくりのため、中

心市街地に指定区域を設定して、その区

域内で空き店舗を賃借又は購入して出店

を行う団体等に補助金を交付 

（事業の必要性） 

 中心市街地の商店街の空洞化は年々進

んでおり、空き店舗等を活用して創業す

ることにより、賑わいのある商店街づく

りを図り、地域経済の活性化を図る必要

がある。 

（事業効果） 

 空き店舗等を活用することにより、商

店街の空洞化を抑制することができると

ともに、賑わいのある商店街づくりを図

 

 

幕別町 
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地域間交流 

 

ることができる。 

 

小学生国内研修事業 

（事業内容） 

昭和50年から交流のある埼玉県上尾市

に小学５・６年生を派遣し、上尾市の歴

史・生活・文化等を視察・研修 

（事業の必要性） 

 視察・研修を通じ、集団行動・体験学

習・ホームステイや児童間交流が経験で

きる。 

（事業効果） 

 地域間交流の継続的な実践により、自

主性・自立心・協調性などを養い、心豊

かでたくましく生きる青少年の育成が期

待されるとともに、郷土愛の醸成が図ら

れる。 

 

 

 

幕別町 
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３ 産業の振興 
 

（１）現況と問題点 

  ①農林業の振興 

    本地域は、その立地特性から、これまで農業振興を重点として取り組んできた。

特に寒地農業対策として酪農振興に力を入れ、複数戸法人化や規模拡大、ＴＭＲセ

ンターの設置などを行ってきたが、個々の農業生産額の増加にもかかわらず農家経

済は必ずしも豊かではない現状である。その原因としては、飼料価格をはじめとし

た生産資材の高騰や経営形態の大規模化による投資費用の増加などがあげられる。 

    このほか、貿易の自由化、人口減少や高齢化による国内需要の低下など、農業

を取り巻く情勢が大きく変化していることから、持続可能な農業を実現するため

に、生産基盤の充実、ＩＣＴ技術を活用した農作業の効率化による経営の強化や

労働力の削減、生産性の向上による所得の向上を図るとともに、作物の付加価値

の向上を追及し、徹底的なコスト削減のための農業経営の支援なども重要なポイ

ントとなる。 

    また、近年の農畜産物を取り巻く国際情勢は依然として厳しいことから、国際

市場に対応できる農畜産物の生産を目指すとともに、「幕別町農業・農村振興計画

2018（後期見直し2023～2027）」に基づき自立した農業を目指す必要がある。 

    畑作では、従来から本地域の気候風土に適したゆり根の栽培を奨励してきたが、

他産地との競争や価格の低迷などにより、安定した経営状況とは言えなかった。

しかし、近年は、品質にこだわることによる他産地との差別化、かき百合として

の販売による、関東、東北圏、更には海外への出荷など新たな市場での定着を図

っている。一方で生産量の確保が難しい現状にもあることから、更なる品質向上

を図っていくとともに、新しい品種や農作物の開発、研究を推進することも必要

である。 

    林業では、これまでの伐採が主体の林業から、造林及び撫育管理に比重を移し

てきているが、今後もより一層適切に森林整備を行うとともに、雇用の確保を図

る必要がある。 

    また、近年はカーボンニュートラル実現に向けて、二酸化炭素の吸収源として

の森林の機能が期待されており、木材の生産から公益的な機能の発揮へと変化し

ている。このようなニーズに対応するためにも、地域の特性に応じた森林の整備・

保全を進めなければならない。 

  ②地場産業の振興と企業の誘致対策及び起業の促進 

    本地域は農業を基幹産業としていることから、地場産業の振興として地元農畜

産物を使った加工品の製造・販売など農業の６次産業化を推し進めることが、基

幹産業の振興や、雇用や所得の確保など後継者対策を含めた定住環境の構築につ

ながり、地域の自主性を高めることに寄与するものと考える。現在も、一部の農

家や道の駅・忠類などにおいて加工品の販売を行い、一定の評価を得ているとこ



18 

 

ろではあるが、今後も新たな特産品の開発や生産農家の育成などを積極的に支援

していく必要がある。 

    企業の誘致については、近年、景気の低迷などにより新たな企業の進出が厳し

い状況にあることから、新規に参入する事業者の創業等の負担軽減を図り、円滑

な事業展開を促進する必要がある。また、地場産業や地域資源と関連の強い業種

を中心に企業や人を誘致する取組を進めるほか、自然の恵みが豊富な地域特性と

通信技術を生かした、サテライトオフィスなどの地方移転可能な新たな企業の誘

致やテレワークを可能とする人材誘致を進める必要がある。 

  ③商業の振興 

    本地域の商業は、小売業を中心に商業活動を展開しているが、過疎化の進行が

消費人口の減少につながり、生活レベルの向上と自動車の普及などによる生活圏

の拡大、地域外での購買機会の増大や人口減少による商業活動の停滞、通信販売・

インターネット販売の需要の増加などにより、小規模経営の多い本地域の事業所

は経営体質が脆弱化し、非常に厳しい経営を余儀なくされている。 

    今後は、消費拡大に向け、地域内の消費者だけでなく地域外の消費者にもＰＲ

し、消費者ニーズを的確にとらえ、安定した商業活動を展開するほか、これから

の商業を担う後継者の育成を積極的に推進し、地域商業の持続的発展を図ってい

く必要がある。 

  ④観光又はレクリエーション 

    本地域の観光資源としては、古くから白銀台スキー場があり、日高エリアを含

めた南十勝住民の冬季スポーツ・レジャーの場として利用されており、リフト整

備などスキー場設備の更新を計画的に行うことで利用者拡大を図ってきた。 

    また、国道236号沿いにナウマン象記念館、ナウマン公園、キャンプ場、温泉宿

泊施設アルコ236、パークゴルフ場、道の駅・忠類を整備し、国道を利用する観光

客が立ち寄れる場所として一体的な環境づくりに努めてきた。 

    しかし、この国道周辺の観光拠点は、キャンパー等による長期滞在はあるもの

の、宿泊サービスの密集地域から日帰り圏内に属し、通過型の観光が主となって

いることから、地域への経済効果をより発揮するためにも、滞在時間を高める取

組が必要であり、その手段として、老朽化した温泉宿泊施設や道の駅・忠類の整

備、多様化・個性化する観光客のニーズの把握と効果的な誘客活動のほか、アウ

トドア体験、農業体験等地域資源を活かした体験型観光を推進することで宿泊へ

繋ぐ取組が必要である。 

    このほか、国道236号の東側に位置する共栄牧場内にある、農村景観をビューポ

イントにし、住民のボランティア組織で運営するシーニックカフェなども人気の

観光スポットとなっていることから、この取組に対する支援も検討していく必要

がある。 

    観光振興については、特にソフト面において、行政だけではなく、住民が主体

となった活動が大きな役割を担うことから、そうした地域活性化の動きに対して
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も、地域おこし協力隊の活用等を含め、積極的な支援をしていく必要がある。 

    広域事業としては、帯広市を中心として十勝管内19市町村で策定している「十

勝定住自立圏共生ビジョン」において、「広域観光の推進」の取組としてイベント、

観光ＰＲの実施、十勝の観光情報の一本的発信等に取り組んでいる。また、日高

東部・十勝南部広域連携推進協議会（様似町、えりも町、幕別町、中札内村、更

別村、大樹町、広尾町）において、地域間の連携を強化し、広域観光を推進して

いく。 

 

（２）その対策 

  ①生産性・収益性の高い農林業生産基盤の整備 

  ②農業後継者・担い手の育成と確保 

  ③スキー場等観光施設の整備 

  ④体験型観光の推進 

  ⑤企業誘致の促進 

  ⑥地場産品の開発などの支援 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 

 

 

（１）基盤整備 

  農業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草地畜産基盤整備事業（畜産担い手総合

整備型再編整備事業） 

 草地整備 

 

忠類地区道営草地整備事業 

 草地整備改良、用排水施設整備ほか 

 

町営牧場整備事業 

 共栄牧場ポンプ場ポンプ更新 

 

町営牧場維持管理事業 

 町営牧場の運営に必要となる設備や

車両の更新ほか 

 

忠類第一幹線明渠排水路整備事業 

 団体営農業水路等長寿命化・防災減災

事業ほか 

 

 

北海道 

農業公社 

 

 

北海道 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）観光又はレク

リエーション 

 

 

 

白銀台スキー場整備事業 

 リフト設備更新ほか 

 

アルコ236整備事業 

 老朽化した施設及び設備の更新ほか 

幕別町 

 

 

幕別町 
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道の駅・忠類整備事業 

 老朽化した施設及び設備の更新ほか 

 

 

幕別町 

 

（10）過疎地域持続

的発展特別事業 

  第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酪農ヘルパー助成事業 

（事業内容） 

 酪農ヘルパー事業を行う南十勝酪農

ヘルパー有限責任事業組合への補助 

（事業の必要性） 

 酪農家が定休日を得ること、後継者対

策の支援及び文化的な生活の向上が求

められる。 

（事業効果） 

 酪農ヘルパー事業の円滑な推進を図

ることにより、酪農家が定休日を得るこ

とによって、後継者対策の支援及び文化

的な生活の向上など、活力に満ちたゆと

りある酪農経営の実現が図られる。 

 

乳質等レベルアップ促進助成事業 

（事業内容） 

忠類農業協同組合区域内における乳

牛の資質改良と良質乳生産を図るため、

乳牛能力検定及び飼料分析等を行う団

体への補助 

（事業の必要性） 

安定した酪農経営が求められる。 

（事業効果） 

乳牛の資質改良と良質乳生産を図る

ため、乳牛能力検定及び飼料分析等を行

うことにより安定した酪農経営の実現

が図られる。 

 

後継牛確保対策事業 

（事業内容） 

後継牛確保のために、農業者等に対

し、乳用牛性判別精液の購入に係る費用

の一部を補助 

（事業の必要性） 

 妊娠牛の単価上昇や産次数の減等に

よる後継牛不足が深刻な問題となって

いることから、後継牛の確保対策が必要

である。 

（事業効果） 

 後継牛を確保することで、安定した酪

農経営の実現が図られるとともに、基幹

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 
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産業である酪農、畜産の振興に資する。 

 

ふるさと土づくり支援事業 

（事業内容） 

堆肥購入、土壌診断、堆肥の切り返し

に係る費用に対する補助 

（事業の必要性） 

土地生産性を上げて農業経営の安定

が求められる。 

（事業効果） 

良質な堆肥の生産及び確保の促進並

びに土壌診断の結果に基づく適正な施

肥を支援することにより、土地生産性を

上げて農業経営の安定が図られる。 

 

主要畑作物等栽培新技術検討事業 

（事業内容） 

主要畑作物の栽培に伴う研修、試験研

究等を行う団体への補助 

（事業の必要性） 

中山間地域等に属する忠類地区の畑

作物生育に関わる調査研究が求められ

る。 

（事業効果） 

主要畑作物の栽培に伴う新技術を検

討し、より一層の収量及び品質などの向

上が図られる。 

 

肉用牛遺伝的能力評価支援事業 

（事業内容） 

優れた能力の家畜個体を選抜するた

めの遺伝子検査の実施に対する補助 

（事業の必要性） 

能力の高い遺伝子の改良は、和牛生産

活動において必要不可欠である。 

（事業の効果） 

 和牛の血統や育種価の情報を把握す

ることにより、優れた能力の和牛を選

抜・造成し、畜産振興に資する。 

 

優良和牛生産基盤強化事業 

（事業内容） 

 町内に住所を有する和牛飼養農業者

等が自家生産及び購入により保留した

和牛繁殖雌牛のうち基本登録又は本原

登録時の体格得点が81.5以上の牛に対

する補助 

（事業の必要性） 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 
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商工業 

 

体格発育の優れた繁殖牛を保留し、経済

性の高い和牛の改良を促進することは、

高い能力を持った優良牛群を形成し、和

牛繁殖産地としての地位向上を図るう

えで必要不可欠である。 

（事業効果） 

体格育成の優れた繁殖牛の保留、優良和

牛の生産性の向上により、血統的な特徴

をもった能力の高い雌牛の発掘が期待

され、地域の基幹産業の持続的発展を図

れる。 

 

特産品研究開発事業 

（事業内容） 

 町の特性を生かした新たな特産品開

発を推進するため、特産品開発のための

調査研究に要する経費やパッケージや

デザインに係る経費、販路拡大のための

展示会やセミナー参加などの経費に対

する補助 

（事業の必要性） 

 人口減少が著しい地域の経済効果及

び、全国への認知度の向上に繋げ、働き

手や観光客等の交流人口につなげて活

性化を図る。 

（事業効果） 

地域の特産品を開発し広く販売する

ことにより、経済効果が生まれると共

に、移住や観光客等の交流人口が増加し

地域の縮小化を抑制する効果が見込ま

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

（４）産業振興促進事項 

産業振興 

促進区域 
業種 計画期間 事業内容 

忠類地域 

製造業、旅館業、農林水産

物等販売業、情報サービス

業等 

令和８年４月１日～ 

令和13年３月31日 
（３）計画のとおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

   「幕別町公共施設等総合管理計画」では、「産業系施設は、老朽化や利用状況など

を総合的に勘案し、長寿命化を図りながら施設の適切な管理に努めます。更新の際は、

民間活力の活用など今後の施設の設置・運営の在り方について検討します。」、「スポ

ーツ・レクリエーション系施設は、長寿命化を図りながら計画的に更新を行い、ＰＦ
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Ｉの手法や包括的民間委託など、民間のノウハウを活かした官民連携や近隣市町村と

の連携について検討し、経済的かつ効果的に施設を維持・運営できるように努めます。

更新の際は施設評価や将来の人口動向、地域の実情を踏まえ、地域住民との合意形成

のもと、集約化・複合化による施設規模の適正化に努めます。」としている。 

本計画では、幕別町公共施設等総合管理計画等との整合性を図りながら、過疎対策

に必要となる事業を適切に実施する。 
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４ 地域における情報化 
 

（１）現況と問題点 
   本地域では、昭和43年にＮＨＫテレビ放送局の中継施設を設置し、平成７年には

民放４社の難視聴解消のためのテレビ中継局を設置し、その後、平成21年には地上

デジタル放送設備の設置により、デジタル放送の受信が可能となった。 

   また、本地域のほぼ全域で携帯電話サービスが提供されているほか、令和４年に

は光回線等インターネットサービスのサービスエリアの拡大が図られた。 

   なお、国道周辺の観光拠点を中心に、観光客からの公衆無線ＬＡＮに対するニー

ズの高まりがみられるほか、国内ではコロナ禍以降テレワーク等を実施する企業の

需要が増加しており、本地域全体の通信速度の高速化等ネットワーク環境の充実が

必要不可欠となっている。 

 

（２）その対策 

  ①公共施設等のインターネット環境の整備促進 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 
 

（１）現況と問題点 

  ①道路の整備 

    本地域は国道236号、336号と道道３本が走っており、全路線が舗装化を完了し

ているが、歩道の整備や維持補修が必要である。また同時に、物流の効率化や高

次医療による搬送時間の短縮を目的とした高規格幹線道路の整備が忠類・大樹Ｉ

Ｃまで完了し、これに伴う国道との接続や既存道路とのアクセスなど、地域全体

の交通網への影響も出るものと考えられる。 

    また、本地域の町道は、農畜産物を運送する産業路線、生活路線として幹線道

路を中心に舗装化を進めているが、二次改修が必要な路線も多く、順次改修して

いく必要がある。 

  ②交通の整備 

    昭和62年２月に国鉄広尾線が廃止され、その代替輸送バスが運行されている。

既設のバスも含めて、帯広広尾間を１日12往復しているが、帯広から約１時間半

の時間を要することや自家用車の普及などにより輸送需要が減少しており、減便

についても検討がされているところである。しかし、高齢者等交通弱者の唯一の

公共交通機関であり、今後も住民生活を営むうえで欠かせないことから、路線バ

スの維持運行が必要である。 

    また、町が運行するコミュニティバスや予約型乗合タクシーについては、本地

域では実施していないが、今後さらに高齢化の進行が懸念されることなどを考慮

し、実施に向けて検討する必要がある。 

 

（２）その対策 

  ①高規格道路、国道、道道、町道の整備促進 

  ②生活及び生産基盤の動脈となる主要幹線道路の改良、舗装化の促進 

  ③国鉄広尾線代替バスの円滑な運営 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手段

の確保 

 

 

 

（１）市町村道 

  道路 

 

 

 

 

 

 

忠類24号線道路整備事業 

 道路改良Ｌ=1,225ｍ 

 

忠類北10線道路整備事業 

 道路改良Ｌ=550ｍ 

 

元忠類晩成線道路整備事業 

 舗装強化Ｌ=2,600ｍ 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 
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忠類上当間線道路整備事業 

 舗装強化Ｌ=600ｍ 

 

橋梁長寿命化修繕事業 

 古里大橋ほか２橋 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

（８）道路整備 

  機械等 

 

建設機械整備費補助事業 

 除雪車両購入 

 

 

幕別町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

   「幕別町公共施設等総合管理計画」では、「道路は、予防保全の観点から、定期的

な点検・診断を行い、適切に維持補修を行うことで、町民の安全性・快適性を確保

するとともに、劣化が進む前に予防的な修繕を行うことで、補修や更新に係る予算

の縮減や平準化を図ります。」、「橋りょうは、日常的な維持管理や定期点検等を行う

ことで損傷状態の把握に努め、健全度を維持しながら長寿命化を図る「予防保全型」

の維持管理を行うことで、修繕や架替え費用の縮減を図ります。」としている。 

   本計画では、幕別町公共施設等総合管理計画等との整合性を図りながら、過疎対

策に必要となる事業を適切に実施する。 
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６ 生活環境の整備 
 

（１）現況と問題点 

  ①上水道 

    日常生活に欠かせない飲料水対策として、昭和48年に市街地域を対象に簡易水

道が設置されたが、施設の老朽化により、平成９年から本管の交換、供給地域の

拡大、水源地の整備、配水池の整備を順次行っている。今後も、「水源・水質・水

量」が適正に管理できるよう施設の維持修繕や設備の更新等を行うほか、地震や

水害などの各種災害や事故などを想定した危機管理体制を構築することが必要で

ある。 

  ②下水道 

    本地域では、生活排水処理（汚水処理）、公共用水域の水質保全などを目的とし

て、農業集落排水処理施設により事業を実施している。しかし、平成11年度に供

用開始後、経年による機械設備等の老朽化や劣化が見受けられる状況にあり、今

後は、計画的な改築、更新等の対策をとることで施設の長寿命化を図る必要があ

る。 

  ③環境衛生 

    ごみ処理については、昭和61年に不燃物処理施設、平成５年には焼却・破砕処

理施設が完成し、いずれも南十勝複合事務組合による共同処理を行ってきたが、

令和４年から十勝圏複合事務組合での共同処理に移行したところである。ごみの

減量化、リサイクル運動の推進に努めているが、脱炭素社会の実現に向けて、ご

み等の発生抑制と適正な資源循環の取組を一層徹底していくことが必要である。 

  ④住環境 

    住み良い住環境の整備としては、公営住宅の計画的整備など定住人口増加に向

けた取り組みが行われてきたが、今後も定住促進に向けた更なる取り組みが必要

である。 

  ⑤環境保全 

    景観保全としては、農村景観をビューポイントにしたシーニックカフェの取り

組みなど景観を大事にした自主的な活動もあることから、今後は市街地の景観も

含め、快適な農村の生活空間を感じさせられる景観づくりに対する支援を検討し

ていく必要がある。 

  ⑥消防・防災 

    消防体制については、火災や地震、風水害等災害から町民の生命・財産を守り、

生活の安全を確保するために、施設等の整備や消防団員の確保など消防、救急体

制等の充実に努めてきたところであるが、今後もより安全で迅速な対応を図るた

め、また、複雑多様化する災害・事故等に対応するため、資機材等の計画的な整

備更新及び消防団の充実強化などが必要である。 
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（２）その対策 

  ①上水道及び下水道の整備促進 

  ②ごみの減量化と資源化の徹底 

  ③公営住宅の維持管理 

  ④快適な環境づくりの推進 

  ⑤農村景観保持と活動に対する支援 

  ⑥消防車両等の更新、資機材等の整備 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の

整備 

 

 

 

 

（１）水道施設 

簡易水道 

 

 

忠類簡易水道整備事業 

 浄水場設備更新ほか 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

（２）下水処理施設 

農村集落排水 

処理施設 

 

農業集落排水処理施設整備事業 

 排水処理施設機械更新ほか 

 

農業集落排水処理施設ＬＥＤ化事業 

 忠類浄化センターＬＥＤ化工事ほか 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

（３）廃棄物処理施   

設 

新中間処理施設整備事業 

 新中間処理施設実施設計業務・建設工

事ほか 

 

幕別町  

（５）消防施設 

 

 

 

 

 

 

消防用自動車更新整備事業 

ポンプ積載車更新 

 

消防用自動車更新整備事業 

 広報車両更新 

幕別町 

 

 

とかち 

広域消防 

事務組合 

 

 

 

 

 

 

（８）その他 

 

 

 

 

 

 

ＰＣＢ汚染物処理事業 

 廃棄物処理費ほか 

 

忠類コミュニティセンター等エアコン

設置事業 

 エアコンの設置 

 

街路灯管理事業 

 街路灯修繕ほか 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

 

幕別町 
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（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

   「幕別町公共施設等総合管理計画」では、「安全な水を安定的に供給するため「幕

別町水道事業ビジョン」に基づき、中長期の更新需要と財政状況を勘案し、計画的

な施設の修繕や管路の更新による老朽化対策、耐震対策を行うなど、施設の延命に

取り組みます。」、「農業集落排水は最適整備構想に基づく計画的な機械・電気設備の

更新と、適切な維持管理による施設全体の長寿命化に取り組みます。」としている。 

   本計画では、幕別町公共施設等総合管理計画等との整合性を図りながら、過疎対

策に必要となる事業を適切に実施する。 
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 
 

（１）現況と問題点 

   急速な少子化の進行や核家族化の進行に伴い、子育て家庭や子どもの育ちを取り

巻く環境が大きく変化しており、子育てに不安を抱えている家庭が増えていること

から、子どもの健やかな育ちを社会全体で支援する環境づくりが必要となっている。 

   また、高齢者の割合が年々増加していることから、高齢者が住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを続けることができるよう、保健及び福祉対策が必要となっている。 

   町では、令和５年度に策定した「第３期まくべつ健康21」、「幕別町高齢者保健福

祉ビジョン2024」、「まくべつ障がい者福祉プラン2021（改訂版）」及び令和６年度に

策定した「第３期幕別町子ども・子育て支援事業計画」などに基づき、高齢者等に

対し、現状を把握した中で地域の実情に合わせ、介護給付対象サービスや介護予防

施策の充実、在宅福祉の推進やボランティア団体の育成、特別養護老人ホームの整

備、保健指導や各種検診、へき地保育所、子育て支援センターなどの保育サービス

の充実を図っているほか、子育て施策として平成27年からは中学生まで、令和５年

からは高校生世代までの医療費無料化を実施するなど各種施策をソフト、ハード両

面にわたり実施してきている。 

   今後においても、誰もが住み慣れた地域の中で、可能な限り自立して暮らし続け

ることができる地域社会の形成に向け、保健・医療・福祉の関係機関が連携し、ニ

ーズに即したきめ細やかなサービスを総合的に提供できる体制づくりに努めるとと

もに、次世代を担う子どもが健やかに育ち、誰もが安心して子どもを産み育てるこ

とができる環境づくりが必要である。 

 

（２）その対策 

  ①高齢者等への支援の充実 

  ②健康づくりの推進 

  ③子育て環境の整備 

  ④関係機関の連携強化 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

 

 

（７）市町村保健セ

ンター 

ふれあいセンター福寿改修事業 

 老朽化部分の改修ほか 

 

幕別町  

 

（８）過疎地域持続

的発展特別事業 

  高齢者・障害者

福祉 

 

 

生活支援ハウス運営事業 

（事業内容） 

 

 

幕別町 
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生活支援ハウス管理及び運営の委託 

（事業の必要性） 

高齢化率は年々上昇傾向にあり、高齢

者が自立し安定した生活を守るには、健

康の増進と生きがい対策事業が必要と

なっている。 

（事業効果） 

過疎地域における高齢者の健康増進

の確保が図られ、過疎地域の持続的発展

に資する。 

 

在宅福祉サービス推進事業 

（事業内容） 

高齢者等の介護支援や社会参加のた

めの様々な在宅福祉サービス事業等の

実施 

（事業の必要性） 

高齢者等が住み慣れた地域で安心し

て暮らしていけるよう、様々な在宅福祉

サービス事業等を実施する必要がある。 

（事業効果） 

高齢者等の保健福祉の充実が図られ

る。 

 

各種がん検診費用助成事業 

（事業内容） 

がん検診に係る経済的負担を軽減す

るため、費用の一部を助成 

（事業の必要性） 

がん検診の受けやすい環境づくりと

がんを早期発見することで、住民の健康

保持推進に寄与する。 

（事業効果） 

住民の健康保持増進に重要な施策で

あり、保健予防サービスの向上に繋が

る。 

 

忠類地域通所介護事業運営費助成事業 

（事業内容） 

通所介護事業を実施する社会福祉法

人に対する運営費の一部補助 

（事業の必要性） 

地域の高齢者が、介護が必要な状況に

なっても在宅生活が継続できるよう、介

護保険サービスの一つである通所介護

事業を安定的、継続的に行うことが必要

である。 

（事業効果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 
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  児童福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり 

 

 

 

 

 

通所介護事業が安定的、継続的に行わ

れるよう、地域唯一の実施機関である社

会福祉法人に対して運営費の一部を補

助することで、高齢者の介護サービスの

確保が図られ、介護が必要になった高齢

者も在宅生活を継続することができる。 

 

福祉医療費助成事業 

（事業内容） 

 重度心身障害者医療費受給者及びひ

とり親家庭等医療費受給者のうち、18歳

に達する日以後の最初の３月31日まで

の者を対象に、入院外及び入院時におけ

る医療費の全額助成 

（事業の必要性） 

 少子高齢化の進行は、過疎地域におい

て多大な影響を及ぼすことから、人口の

維持のためには本事業が不可欠である。 

（事業効果） 

 子育て環境の整備のみならず、人口の

維持及び生産人口の増加やそれに伴う

経済の活性化に繋がる施策であり、地域

全体においてその利益を享受されるも

のである。 

 

子ども医療費助成事業 

（事業内容） 

子育て環境の整備を図るべく、18歳に

達する日以後の最初の３月31日までの

者を対象に、入院外及び入院時における

医療費の全額助成 

（事業の必要性） 

少子高齢化の進行は、過疎地域におい

て多大な影響を及ぼすことから、人口の

維持のためには本事業が不可欠である。 

（事業効果） 

子育て環境の整備のみならず、人口の

維持及び生産人口の増加やそれに伴う

経済の活性化に繋がる施策であり、地域

全体においてその利益を享受されるも

のである。 

 

温泉敬老入浴券助成事業 

（事業内容） 

70歳以上の高齢者に対して入浴無料

券を配布 

（事業の必要性） 

高齢者の健康増進、ふれあいの場が求

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 
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 められている。 

（事業効果） 

高齢者の健康増進とふれあい憩いの

場として生きがい活動の一環となって

いる。 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

   「幕別町公共施設等総合管理計画」では、「保健・福祉施設は、今後の人口規模の

推移や施設評価、町民ニーズを踏まえ施設規模の適正化を図るとともに、民間事業

者との連携を図るなど民間活力の活用などについても検討し、行政サービスの向上

に努めます。」としている。 

   本計画では、幕別町公共施設等総合管理計画等との整合性を図りながら、過疎対

策に必要となる事業を適切に実施する。 
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８ 医療の確保 
 

（１）現況と問題点 
   本地域の医療機関としては、平成６年に建設した忠類診療所と昭和51年に建設し

た忠類歯科診療所があり、町民の健康管理や地域医療への重要な役割を果たしてい

る。 

   医師不足など地域医療を取り巻く環境はますます厳しい状況が続くと予想され、

多様化する医療ニーズに対応するため、医療スタッフや医療機器の充実などを支援

し、将来にわたり地域で安心して適切な医療が受けられるよう、地域医療体制を確

保する必要がある。 

 

（２）その対策 

  ①診療施設機械器具の更新 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 （１）診療施設 

  診療所 

 

 

忠類診療所備品購入・工事事業 

 検査機器等の更新 

 

忠類歯科診療所備品購入・工事事業 

 検査機器等の更新 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

   「幕別町公共施設等総合管理計画」では、「医療施設は、地域医療を担うための重

要な施設であり、診療機能が停滞することのないよう、計画的に予防保全的な改修

を実施し、規模の適正化を図りつつ適切に維持していきます。」としている。 

   本計画では、幕別町公共施設等総合管理計画等との整合性を図りながら、過疎対

策に必要となる事業を適切に実施する。 
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９ 教育の振興 
 

（１）現況と問題点 
  ①学校教育の振興 

    学校教育については、昭和49年３月をもって本地域の小中学校の統合が完了し、

現在では小中学校ともに１校となっている。遠距離通学児童生徒はスクールバス

により通学しており、児童生徒の安全な送迎のため、今後も計画的な車両の更新

が必要である。 

    校舎は、中学校は昭和54年に、小学校は昭和57年に改築し、それぞれ校舎建設

の翌年に屋内運動場を整備しているが、40年以上が経過し、老朽化が著しいこと

から、計画的に改修を進めていく必要がある。また、教員住宅についても大半が

建築から40年以上が経過しており、住宅戸数の適正化を図りながら、計画的に改

修を進めていく必要がある。 

    教育活動においては、社会の情報化が急速に進展し、超スマート社会到来への

対応が課題とされているなか、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、１人１台の

タブレット端末や無線ＬＡＮ、デジタル教材などの活用に努めているが、今後に

ついてもＩＣＴ（情報通信技術）環境を構築し、デジタル機器を積極的に活用し

た教育活動を推進する必要がある。 

    このほか、給食センターについては、平成６年に供用開始され、児童生徒の栄

養管理に重要な役割を果たしているところであるが、施設や車両、設備機器など

の老朽化が課題となっていることから、計画的に更新をする必要がある。 

  ②生涯学習の推進 

    本地域では、既存の施設であるコミュニティセンター、ふれあいセンター福寿、

近隣センター、白銀台スキー場、体育館、水泳プール、総合グラウンド、パーク

ゴルフ場などを活用し生涯学習を推進してきている。 

    住民の生涯にわたって学び続けようとする欲求は、多種多様化し、それに応え

るべく事業の推進を図っているが、今後はこれらの施設の有効活用を図りながら

生涯学習の推進、教材や施設の整備充実が必要となってくる。 

    また、生の芸術文化に触れる機会の少ない地域住民に対し、生涯学習特別講演

会などを開催し、芸術文化の鑑賞機会の提供に努めている。 

 

（２）その対策 

  ①教育施設、教材、教具などの整備充実及び保護者の負担軽減 

  ②給食センターの整備 

  ③体育施設の整備 

  ④生涯学習の推進 
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（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）学校教育関連

施設 

  校舎 

 

 

 

 

 

教職員住宅 

 

 

スクールバス 

 

 

給食施設 

 

 

 

忠類中学校体育館温風暖房機更新事業 

温風暖房機 

 

忠類小学校体育館温風暖房機更新事業 

温風暖房機 

 

教職員住宅改修事業 

 教職員住宅 

 

スクールバス購入事業 

 スクールバス 

 

忠類学校給食センター整備事業 

 厨房機器更新ほか 

 

学校給食運搬車更新事業 

 学校給食運搬車 

 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）集会施設、体

育施設等 

  集会施設 

 

 

 

近隣センター改修事業 

 バリアフリー化ほか 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

（４）過疎地域持続

的発展特別事業 

義務教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校修学旅行費支援事業 

（事業内容） 

 義務教育に要する費用について一部

を補助し、保護者の経済的負担の軽減化 

（事業の必要性） 

 修学旅行費用については家計の負担

が大きく、子育て世代の負担軽減とし

て、義務教育に要する費用への一部補助

は必要不可欠である。 

（事業効果） 

保護者の負担を軽減することにより、

安心して子育てができる環境づくり及

び教育の振興に寄与する。 

 

学校ワークショップ開催事業 

（事業内容） 

 ワークショップを実施し、小中一貫教

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町 
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育における教育（コミュニケーション

論）を実践 

（事業の必要性） 

 コミュニケーション能力は本来、学校

の外で自然と身につけられるものであ

ったが、近所づきあいの減少や核家族化

などで、大人や見知らぬ人と接触する機

会の少ない子が一定数存在するように

なっていることに加え、グローバル化の

進展によりその重要性は高まっている。 

（事業効果） 

 学校におけるコミュニケーション教

育は重要となっており、小学校と中学校

でワークショップの開催によりディス

カッション型の授業を受け、活気あるま

ちづくりおける人材育成を図り、教育の

振興に寄与するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他 

 

生涯学習特別講演会 

 著名人等を招いた講演会等の開催 

 

生涯学習講座 

 地域住民（５人以上）が希望する内容

の講座を開催 

 

英会話教室 

 英会話教室の開催 

 

各種スポーツ教室 

 スキー、スケート、水泳教室の開催 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

 

幕別町 

 

 

幕別町 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

   「幕別町公共施設等総合管理計画」では、「公営住宅及び教員・職員住宅は、人口

減少や少子高齢化の進行などによる人口動向をはじめ、施設評価や町民ニーズを踏

まえ、必要戸数の見直しを行うなど施設総量の適正化に向け検討します。」、「教員・

職員住宅については、恒常的な空き家となっている住宅もあることから、必要戸数

を見直し、除却・更新を含め施設のあり方を検討します。」としている。 

   本計画では、幕別町公共施設等総合管理計画等との整合性を図りながら、過疎対

策に必要となる事業を適切に実施する。 
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10 集落の整備 
 

（１）現況と問題点 
   本地域は14行政区で形成された農業基盤地域であり、幕別町との合併当時、1,800

人を超えていた忠類地域の人口は、この20年で500人以上減少しており、特に年少人

口及び生産年齢人口の減少が著しい状況となっている。このため、市街地以外の農

村部では現在の行政区を維持することが難しくなっていくことが予想され、今後も

人口減少に歯止めがかからないようであれば、現在組織されている忠類地域公区長

連絡協議会の更なる連携強化や行政区の統合が必要となっていくものと推測される。

また、組織を強化することにより、環境整備や災害時等の協力体制が整えられ、安

全な防災体制が築かれることや、地域コミュニティが拡がっていくことも想定され

る。 

   市街地においては、平成８年に「せせらぎ団地」、平成16年に「あおぞら団地」を

造成したほか、個人及び民間賃貸住宅建設促進の助成制度による定住人口の確保を

図ってきたが、地域全体の人口減少に歯止めがかかっていない状況であり、空き地

や空き家を活用した定住促進に向けた取組が必要である。 

 

（２）その対策 

  ①地域内行政区の連携組織強化 

  ②定住対策の推進 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 （２）過疎地域持続

的発展特別事業 

集落整備 

 

 

マイホーム応援事業 

（事業内容） 

 住宅を新築又は購入する者に対し、当

該住宅の取得に要する費用の一部を補

助 

（事業の必要性） 

 過疎化が進行している忠類地域にお

いて、集落機能の低下、経済活動の停滞、

地域活力の衰退を防ぐために、定住支援

が必要とされている。 

（事業効果） 

住宅の取得に要する費用の一部を補

助することで、定住促進及び活力ある地

域社会の構築につながる。 

 

 

 

幕別町 
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11 地域文化の振興等 
 

（１）現況と問題点 

   昭和44年に忠類晩成において発掘されたナウマン象化石は、一躍地域のシンボル

となり、昭和63年にナウマン象記念館が完成し、初年度は５万人を超える入館者数

があったが、年々入館者数が減少し、平成22年には１万人を割り込んだ。その後、

各方面でのＰＲなどにより平成25年に再び１万人を超え、以降は増加傾向となって

いる。令和６年に行った最新研究成果を反映した展示の大幅リニューアルや、郷土

資料の展示、化石関連事業を実施する等、展示資料やイベント事業の拡充を図るこ

とで、入館者数の増加に努めている。 

   また、本地域は、幕別町との合併から20年を迎え、合併前の歴史や文化に深く触

れる場面も少なくなっていることから、郷土愛を醸成する取組を支援するとともに、

歴史や文化の継承を促進する。 

 

（２）その対策 

  ①地域文化振興事業 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化の

振興等 

 

（１）地域文化振興

施設等 

地域文化振興

施設 

 

 

 

ナウマン象記念館整備事業 

 展示替え設計事業ほか 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 

 

ナウマン象化石発掘体験講座事業 

子ども化石教室、化石レプリカづくり

教室ほか 

 

幕別町 

 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

   「幕別町公共施設等総合管理計画」では、「社会教育系施設は、設備更新や施設改

修などによる老朽化対策を進め、施設機能の維持を確保しながら長期的な視点で社

会情勢や人口動向、利用実態に合わせた施設のあり方について検討します。」として

いる。 

本計画では、幕別町公共施設等総合管理計画等との整合性を図りながら、過疎対策

に必要となる事業を適切に実施する。 

  



40 

 

12 再生可能エネルギーの利用の推進 
 

（１）現況と問題点 

   本地域は豊富な森林資源や地域内を流れる当縁川などの美しい自然を有しており、

農業や林業など地域の基幹産業の発展に欠かすことのできないものである。 

   再生可能エネルギーの利用の推進については、「幕別町地域新エネルギービジョ

ン」に基づき、太陽光発電や木質ペレットの導入を推進してきており、今後も省エ

ネルギー、再生可能エネルギーの普及促進により、地域の自然環境を持続的に保護

する必要がある。 

   また、本地域では農林業から発生するバイオマス（生物由来資源）エネルギー資

源を有しているが、事業の採算性に課題があることから、導入に至っていない現状

であり、広域での実現可能性についても検討する必要がある。 

 

（２）その対策 

  ①省エネルギー・再生可能エネルギーの推進 
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13 その他地域の持続的発展に関し必要な事項 
 

（１）現況と問題点 
   本地域は、基幹産業である農業及び観光を地域経済の柱として、地域の発展に向

け各種施策に取り組んできたところであり、今後も農業と観光を中心とした地域振

興策を積極的に講じていく必要があるが、人口減少や高齢化などの課題を抱える中、

地域活力の維持向上が重要であることから、地域資源等を活用したイベントの開催

や、地域活性化のために活動する地域団体等の取組への支援など、地域住民の自主

的かつ持続的な活動への支援を積極的に推進していく必要がある。 

   また、本地域においては、後継者やリーダーが不足している現状にあることから、

持続的な発展のためには、人材育成事業への支援が必要である。 

 

（２）その対策 

  ①地域振興事業に対する支援 

 

（３）計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

12 その他地域

の持続的発展

に関し必要な

事項 

過疎地域持続的発

展特別事業 

 

地域イベント推進事業 

（事業内容） 

地域の魅力を発信し、交流人口の拡大

と活力ある地域づくりを推進するため、

「忠類ふるさと盆踊り大会」、「忠類どん

とこいむら祭り」、「忠類ナウマン全道そ

り大会」を開催している観光物産協会に

対しその事業費の一部を補助 

（事業の必要性） 

魅力ある地域づくりのためには、魅力

ある人づくりが必要である。地域づくり

の柱となる人づくりを推進するため、地

域住民自らが考え実行していくイベン

トを推進していく必要がある。 

（事業効果） 

地域イベントを通して人材の発掘及

び育成を図るとともに、農商工業が連携

した取組を継続的に進めることにより、

地域資源を再発見し、新たな商品・サー

ビスを創り出し、地域の魅力を多方面に

発信することで、交流人口の拡大や地域

全体の持続的な活性化が図られる。 

 

忠類地域活性化事業 

（事業内容） 

地域活性化のために活動する各種団

幕別町 
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体等の取組に対して事業経費の一部を

支援 

（事業の必要性） 

過疎地域の住民が主体となって行わ

れる事業を継続的に支援することは、地

域活性化を図るために必要不可欠であ

る。 

（事業効果） 

各種地域活性化事業を通して人材の

発掘及び育成を図るとともに、事業が継

続的に実施され、地域の魅力を多方面に

発信することにより、交流人口の拡大や

地域の全体的な活性化が図られる。 
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事業計画（令和８年度～令和 12年度） 過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１ 移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育成 

（４）過疎地域持続

的発展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間交流 

 

 

 

商店街活性化店舗開店等支援事業 

（事業内容） 

賑わいのある商店街づくりのため、中

心市街地に指定区域を設定して、その区

域内で空き店舗を賃借又は購入して出店

を行う団体等に対する補助 

（事業の必要性） 

 中心市街地の商店街の空洞化は年々進

んでおり、空き店舗等を活用して創業す

ることにより、賑わいのある商店街づく

りを図り、地域経済の活性化を図る必要

がある。 

（事業効果） 

 空き店舗等を活用することにより、商

店街の空洞化を抑制することができると

ともに、賑わいのある商店街づくりを図

ることができる。 

 

小学生国内研修事業 

（事業内容） 

昭和 50 年から交流のある埼玉県上尾

市に小学５・６年生を派遣し、上尾市の

歴史・生活・文化等を視察・研修 

（事業の必要性） 

 視察・研修を通じ、集団行動・体験学

習・ホームステイや児童間交流が経験で

きる。 

（事業効果） 

 地域間交流の継続的な実践により、自

主性・自立心・協調性などを養い、心豊

かでたくましく生きる青少年の育成が期

待されるとともに、郷土愛の醸成が図ら

れる。 
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２ 産業の振興 

 

（10）過疎地域持続

的発展特別事業 

  第１次産業 

 

 

 

 

 

 

 

 

酪農ヘルパー助成事業 

（事業内容） 

 酪農ヘルパー事業を行う南十勝酪農ヘ

ルパー有限責任事業組合への補助 

（事業の必要性） 

 酪農家が定休日を得ること、後継者対

策の支援及び文化的な生活の向上が求め
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られる。 

（事業効果） 

 酪農ヘルパー事業の円滑な推進を図る

ことにより、酪農家が定休日を得ること

によって、後継者対策の支援及び文化的

な生活の向上など、活力に満ちたゆとり

ある酪農経営の実現が図られる。 

 

乳質等レベルアップ促進助成事業 

（事業内容） 

忠類農業協同組合区域内における乳牛

の資質改良と良質乳生産を図るため、乳

牛能力検定及び飼料分析等を行う団体へ

の補助 

（事業の必要性） 

安定した酪農経営が求められる。 

（事業効果） 

乳牛の資質改良と良質乳生産を図るた

め、乳牛能力検定及び飼料分析等を行う

ことにより安定した酪農経営の実現が図

られる。 

 

後継牛確保対策事業 

（事業内容） 

後継牛確保のために、農業者等に対し、

乳用牛性判別精液の購入に係る費用の一

部を補助 

（事業の必要性） 

 妊娠牛の単価上昇や産次数の減等によ

る後継牛不足が深刻な問題となっている

ことから、後継牛の確保対策が必要であ

る。 

（事業効果） 

 後継牛を確保することで、安定した酪

農経営の実現が図られるとともに、基幹

産業である酪農、畜産の振興に資する。 

 

ふるさと土づくり支援事業 

（事業内容） 

堆肥購入、緑肥作物種子購入、堆肥の

切り返しに係る費用に対する補助 

（事業の必要性） 

土地生産性を上げて農業経営の安定が

求められる。 

（事業効果） 

良質な堆肥の生産及び確保の推進並び

に緑肥作物の栽培推進を支援することに

より、土地生産性を上げて農業経営の安
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商工業 

定が図られる。 

 

主要畑作物等栽培新技術検討事業 

（事業内容） 

主要畑作物の栽培に伴う研修、試験研

究等を行う団体への補助 

（事業の必要性） 

中山間地域等に属する忠類地区の畑作

物生育に関わる調査研究が求められる。 

（事業効果） 

主要畑作物の栽培に伴う新技術を検討

し、より一層の収量及び品質などの向上

が図られる。 

 

肉用牛遺伝的能力評価支援事業 

（事業内容） 

優れた能力の家畜個体を選抜するため

の遺伝子検査の実施に対する補助 

（事業の必要性） 

能力の高い遺伝子の改良は、和牛生産

活動において必要不可欠である。 

（事業の効果） 

 和牛の血統や育種価の情報を把握する

ことにより、優れた能力の和牛を選抜・

造成し、畜産振興に資する。 

 

優良和牛生産基盤強化事業 

（事業内容） 

 町内に住所を有する和牛飼養農業者

等が自家生産及び購入により保留した

和牛繁殖雌牛のうち基本登録又は本原

登録時の体格得点が81.5以上の牛に対

する補助 

（事業の必要性） 

経済性の高い和牛の改良は、和牛生産活

動において必要不可欠である。 

（事業効果） 

経済性の高い和牛の改良を促進するこ

とで、和牛繁殖産地として畜産の振興に

資する。 

 

特産品研究開発事業 

（事業内容） 

 町の特性を生かした新たな特産品開発

を推進するため、特産品開発のための調

査研究に要する経費やパッケージやデザ

インに係る経費、販路拡大のための展示

会やセミナー参加などの経費に対する補
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助 

（事業の必要性） 

 人口減少が著しい地域の経済効果及

び、全国への認知度の向上に繋げ、働き

手や観光客等の交流人口につなげて活性

化を図る。 

（事業効果） 

地域の特産品を開発し広く販売するこ

とにより、経済効果が生まれると共に、

移住や観光客等の交流人口が増加し地域

の縮小化を抑制する効果が見込まれる。 

 

６ 子育て環境

の確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

（８）過疎地域自立

促進特別事業 

  高齢者・障害者

福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援ハウス運営事業 

（事業内容） 

生活支援ハウス管理及び運営の委託 

（事業の必要性） 

高齢化率は年々上昇傾向にあり、高齢

者が自立し安定した生活を守るには、健

康の増進と生きがい対策事業が必要と

なっている。 

（事業効果） 

過疎地域における高齢者の健康増進

の確保が図られ、過疎地域の持続的発展

に資する。 

 

在宅福祉サービス推進事業 

（事業内容） 

高齢者等の介護支援や社会参加のた

めの様々な在宅福祉サービス事業等の

実施 

（事業の必要性） 

高齢者等が住み慣れた地域で安心し

て暮らしていけるよう、様々な在宅福祉

サービス事業等を実施する必要がある。 

（事業効果） 

高齢者等の保健福祉の充実が図られ

る。 

 

各種がん検診費用助成事業 

（事業内容） 

がん検診に係る経済的負担を軽減す

るため、費用の一部を助成 

（事業の必要性） 

がん検診の受けやすい環境づくりと

がんを早期発見することで、住民の健康

保持推進に寄与する。 
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児童福祉 

 

 

 

 

 

 

（事業効果） 

住民の健康保持増進に重要な施策で

あり、保健予防サービスの向上に繋が

る。 

 

忠類地域通所介護事業運営費助成事業 

（事業内容） 

通所介護事業を実施する社会福祉法

人に対する運営費の一部補助 

（事業の必要性） 

地域の高齢者が、介護が必要な状況に

なっても在宅生活が継続できるよう、介

護保険サービスの一つである通所介護

事業を安定的、継続的に行うことが必要

である。 

（事業効果） 

通所介護事業が安定的、継続的に行わ

れるよう、地域唯一の実施機関である社

会福祉法人に対して運営費の一部を補

助することで、高齢者の介護サービスの

確保が図られ、介護が必要になった高齢

者も在宅生活を継続することができる。 

 

福祉医療費助成事業 

（事業内容） 

 重度心身障害者医療費受給者及びひ

とり親家庭等医療費受給者のうち、18歳

に達する日以後の最初の３月31日まで

の者を対象に、入院外及び入院時におけ

る医療費の全額助成 

（事業の必要性） 

 少子高齢化の進行は、過疎地域におい

て多大な影響を及ぼすことから、人口の

維持のためには本事業が不可欠である。 

（事業効果） 

 子育て環境の整備のみならず、人口の

維持及び生産人口の増加やそれに伴う

経済の活性化に繋がる施策であり、地域

全体においてその利益を享受されるも

のである。 

 

子ども医療費助成事業 

（事業内容） 

子育て環境の整備を図るべく、18歳に

達する日以後の最初の３月31日までの

者を対象に、入院外及び入院時における

医療費を全額助成 

（事業の必要性） 
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健康づくり 

 

少子高齢化の進行は、過疎地域におい

て多大な影響を及ぼすことから、人口の

維持のためには本事業が不可欠である。 

（事業効果） 

子育て環境の整備のみならず、人口の

維持及び生産人口の増加やそれに伴う

経済の活性化に繋がる施策であり、地域

全体においてその利益を享受されるも

のである。 

 

温泉敬老入浴券助成事業 

（事業内容） 

70歳以上の高齢者に対して入浴無料

券を配布 

（事業の必要性） 

高齢者の健康増進、ふれあいの場が求

められている。 

（事業効果） 

高齢者の健康増進とふれあい憩いの

場として生きがい活動の一環となって

いる。 
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８ 教育の振興 （４）過疎地域持続

的発展特別事業 

義務教育 

 

 

中学校修学旅行費支援事業 

（事業内容） 

 義務教育に要する費用について一部

を補助し、保護者の経済的負担の軽減化 

（事業の必要性） 

 修学旅行費用については家計の負担

が大きく、子育て世代の負担軽減とし

て、義務教育に要する費用への一部補助

は必要不可欠である。 

（事業効果） 

保護者の負担を軽減することにより、

安心して子育てができる環境づくり及

び教育の振興に寄与する。 

 

学校ワークショップ開催事業 

（事業内容） 

 ワークショップを実施し、小中一貫教

育における教育（コミュニケーション

論）を実践 

（事業の必要性） 

 コミュニケーション能力は本来、学校

の外で自然と身につけられるものであ

ったが、近所づきあいの減少や核家族化

などで、大人や見知らぬ人と接触する機
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会の少ない子が一定数存在するように

なっていることに加え、グローバル化の

進展によりその重要性は高まっている。 

（事業効果） 

 学校におけるコミュニケーション教

育は重要となっており、小学校と中学校

でワークショップの開催によりディス

カッション型の授業を受け、活気あるま

ちづくりおける人材育成を図り、教育の

振興に寄与するものである。 

 

９ 集落の整備 （２）過疎地域持続

的発展特別事業 

集落整備 

 

 

マイホーム応援事業 

（事業内容） 

 住宅を新築又は購入する者に対し、当

該住宅の取得に要する費用の一部を補

助 

（事業の必要性） 

 過疎化が進行している忠類地域にお

いて、集落機能の低下、経済活動の停滞、

地域活力の衰退を防ぐために、定住支援

が必要とされている。 

（事業効果） 

住宅の取得に要する費用の一部を補

助することで、定住促進及び活力ある地

域社会の構築につながる。 
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12 その他地域

の持続的発展

に関し必要な

事項 

過疎地域持続的発

展特別事業 

 

地域イベント推進事業 

（事業内容） 

地域の魅力を発信し、交流人口の拡大

と活力ある地域づくりを推進するため、

「忠類ふるさと盆踊り大会」、「忠類どん

とこいむら祭り」、「忠類ナウマン全道そ

り大会」を開催している観光物産協会に

対しその事業費の一部を補助 

（事業の必要性） 

魅力ある地域づくりのためには、魅力

ある人づくりが必要である。地域づくり

の柱となる人づくりを推進するため、地

域住民自らが考え実行していくイベン

トを推進していく必要がある。 

（事業効果） 

地域イベントを通して人材の発掘及

び育成を図るとともに、農商工業が連携

した取り組みを継続的に進めることに

より、地域資源を再発見し、新たな商品・

サービスを創り出し、地域の魅力を多方

幕別町 
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面に発信することで、交流人口の拡大や

地域全体の持続的な活性化が図られる。 

 

忠類地域活性化事業 

（事業内容） 

地域活性化のために活動する各種団

体等の取り組みに対して事業経費の一

部を支援 

（事業の必要性） 

過疎地域の住民が主体となって行わ

れる事業を継続的に支援することは、地

域活性化を図るために必要不可欠であ

る。 

（事業効果） 

各種地域活性化事業を通して人材の

発掘及び育成を図るとともに、事業が継

続的に実施され、地域の魅力を多方面に

発信することにより、交流人口の拡大や

地域の全体的な活性化が図られる。 

 

 

 

 

幕別町 

 

 

 

 

 

 

 


